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議案第２３号  

 

   城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部     

   改正について  

 

 城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定めたいので、議会の議決を求める。  

 

  令和８年２月２０日提出  

   (2026 年 ) 

 

                 城陽市長  村  田  正  明  
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城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例（平成２６年城陽市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

別表（第２条関係） 

１ 市長の附属機関 

名称 担任する事務 委員

の定

数 

委員

の任

期 

略 

城陽市

地域公

共交通

会議 

道路運送法（昭和２

６年法律第１８３号

）の規定に基づく地

域の実情に即した旅

客輸送の確保その他

の旅客利便の増進を

図るために必要な事

項について、市長の

諮問に応じ、審議す

ること。 

２０

人以

内 

２年 

２・３ 略 

別表（第２条関係） 

１ 市長の附属機関 

名称 担任する事務 委員

の定

数 

委員

の任

期 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ 略 

附 則 

この条例は、令和８年（２０２６年）４月１日から施行する。 
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提案理由  

 

 地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うための法定協議

会を設置するにあたり、現行の城陽市地域公共交通会議を廃止したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定に基

づいて、本案を提案するものである。  

 

 

 

参照条文  

 

 地方自治法（抜粋）  

 〔条例〕  

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条

第２項の事務に関し、条例を制定することができる。  

②・③       略  
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参考資料  

 

   城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部  

   改正条例要綱  

 

１ 改正の概要  

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）に基づく法定協議会については、現行の地域公共交通会議と同じ

「地域公共交通」を協議対象とする会議体であり、必要とされる委員構

成もほぼ同様である。  

ついては、両機能を兼ねる新たな会議体を設置し、城陽市地域公共交

通会議を廃止するため、市長の附属機関から除くもの。  

 

２ 今後の対応  

城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例の一部改正ととも

に、城陽市地域公共交通会議規則を廃止する。  

法定協議会の運営等に関する規定については、別途、法定協議会にお

いて規約等を定める。  

 

３ 施行期日  

 令和８年(2026 年 )４月１日  

 


